
令和７年７月２日 

 

  入札参加業者 各位 

 

御嵩町長 渡辺 幸伸（公印省略） 

 

質問回答書 

 

下記の入札について、質問がありましたので次のとおり回答します。 

 

記 

 

仕様書番号 御総行委第 7-19号 

入札件名 御嵩町役場ほか 12施設において使用する電気需給契約 

 

番号 質 問 回  答 

１ 
落札結果の公表は総額のみで、単価公表はなし

という認識でよろしいですか。 
総額のみの公表を予定しております。 

2 

仮に当社が落札した場合，契約締結に伴う協議

は可能ですか。また、契約書(案)を開札日までに

事前に提供いただくことは可能ですか。 

電気需給契約については、受注者が

使用している契約書を用いる予定で

すので、受注者決定後に仕様書以外

の内容について契約書の協議をさせ

ていただきます。 

3 

入札金額の積算（端数処理）については、指定の

内訳書を使用し積算いたしますが、当社は、下記

記載の端数処理を用いて電気料金を算出いたし

ます。仮に弊社が落札した場合、以下を適用する

ことになりますが、よろしいですか。 

・基本料金および電力量料金の各単価には、消

費税を含むものとし、各月の基本料金および電

力量料金の各小計においては、小数点以下第２

位まで保持（小 数点以下第３位を四捨五入）。 

・基本料金と電力量料金の合計金額を端数処理

（単位を１円とし、その端数は切り捨てる） 

端数処理については、仕様書のとお

りです。なお、仕様書に記載されてい

ない端数の処理方法については各事

業者の判断にお任せします。 

4 

入札金額算定書に記載する単価は、全て税抜単

価を記載するよう指定がございますが、弊社は

税抜単価の設定がございません。 

入札金額を算定するにあたり、税込単価で合計

入札については、指定の入札金額算

定書を用いて税抜単価を算出して積

算してください。 

なお、契約は税込単価での契約とな



額を算出し、その合計額の 110分の 100に相

当する金額（円未満切り捨て）を、「合計金額（税

抜き）」欄に記載する、という積算方法を適用し

てよろしいですか。 

それが認められない場合、入札金額の積算にあ

たっては、指定の「入札金額算定書」を使用し、税

抜単価を算出して積算いたしますが、仮に弊社

が落札した場合、税込単価での契約となります。

ご了承いただけますか。 

ります。 

5 

入札参加申請時の提出書類（４）電気供給契約履

行証明書を、任意の様式（契約書の写し）で提出

する場合、ご契約者さま以外の第三者へ開示で

きない情報については、マスキングをしての提

出となりますが、ご了承いただけますか。 

マスキングについては問題ありませ

んが、地方公共団体への需給や受給

期間等、審査事項がわからなくなるこ

とがないようにしてください。 

6 

入札参加資格の事後審査として、落札候補者に

対し、入札参加資格確認に必要な書類の提出を

求め、入札参加資格の確認を行う、とあります

が、落札後に提出する、入札参加資格確認書類

の内容について、事前にご教示いただくことは

可能ですか。 

公告文の「6.入札参加資格の事後審

査に関する事項」は、「事後審査型の

入札を行う場合に適用する内容で

す。 

本件は、「3.入札参加資格申請時の提

出書類」でご提出いただく書類を、入

札前に確認する事前審査型で行いま

すので、「6. 入札参加資格の事後審

査に関する事項」は適用されません。 

ご質問の「落札候補者が提出する確

認申請書等」や、「その他、必要となる

提出書類」はありません。 

7 

燃料費調整額の取扱いについて、「御嵩町を供

給区域とする一般送配電事業者に準ずることと

する」とありますが、各社が独自に定める燃料費

調整額（燃料費調整を行わず、燃料費調整額を

請求しない場合を含む）による契約は不可との

認識で相違ないでしょうか。 

（各社が独自に定める燃料費調整額による契約

が可能の場合）現在の入札仕様書では、燃料費

等調整額を考慮しない料金で落札者を決定する

と規定されております。 

 一方で、燃料費調整制度は各社・各メニューで

異なり、ご請求時には事業者ごとに異なる価格

の燃料費等調整額が加算または減算される（燃

料費調整額を請求しない場合もある）ことから、

独自の算定方式に基づき燃料費調整

額を算定することは認められません

ので、仕様書記載のとおり、燃料費調

整及び再生可能エネルギー発電促進

賦課金の単価及び適用期間は御嵩町

を供給区域とする一般送配電事業者

に準じてください。 



実際のご負担となる燃料費調整額込みの料金で

は、必ずしも落札者が最安とならないケースが

考えられます。 

そのため、落札者の決定に当たり、各社の至近の

燃料費調整額の実績を参照する等、燃料費調整

額制度の違いを考慮していただけますでしょう

か。 

8 

契約書に以下の文言を追加させていただけます

か。 

乙（供給者）は、この契約の締結後、乙の定める

電気契約要綱・標準料金表に変更がある場合、

乙は甲（入札実施機関）へ通知のうえ、変更後の

電気契約要綱・標準料金表に基づき、契約金額

を変更することができる。 

電気需給契約については、受注者が

使用している契約書を用いる予定で

す。 

なお、仕様書以外の部分で契約書に

記載する内容については落札業者と

協議させていただきます。 

9 

仮に、入札の日以降、落札者との契約締結が決

定するまでの間に、落札者が指名停止となった

場合は、当該入札の扱いはどうなりますか（成立

しますか）。 

成立しない場合、契約ができなくなったことに関

し、当該落札者に対する罰則（違約金の支払い

等）はありますか。 

開札後に資格停止となった場合は、

落札結果に影響を与えることはあり

ません。 

10 

当社は、使用電力量等の状況をオンライン上で

参照が可能ですが、会員制WEBサイトに登録し

ていただく必要がございます。ご了承いただけ

ますか。 

可能です。 

11 

供給電気種類として、再生可能エネルギー由来

の供給電力の割合が 100％を満たすことが条

件となりますが、確認資料として証明書類の提

出は必要ですか。必要な場合、提出時期等の詳

細は、落札後に協議いただける認識でよろしい

ですか。 

入札時には安定供給確約書の提出を

お願いします。 

なお、証明書類については、ご認識の

とおり、落札後に時期や回数などに

ついて協議させていただきます。 

12 
契約方法は、原則、電子契約にて行うとあります

が、紙契約も可能という認識でよろしいですか。 
ご認識の通りです。 

 

 


